
未給水地区における配水管布設整備事業に関する基準 

平成２９年４月１日制定   

（趣旨） 

第１条 この基準は、給水区域内において未給水地区からの給水の要

望により、防府市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が

実施する配水管布設整備事業について必要な事項を定めるものとす

る。 

（適用の要件） 

第２条 本事業の適用範囲は、次に掲げる各号の要件を全て満たして

いる場合とする。 

(１) 要望があった地区が防府市水道事業、工業水道事業及び公共

下水道事業の設置等に関する条例第３条第２項の別表に掲げる給

水区域内であること。  

(２) 給水を要望する者が２戸以上の既存家屋であり、住居用であ

ること。 

(３) 配水管の布設延長については、１戸当り５０メートルを乗じ

て得た延長の範囲以内とすること。 

(４) １日平均使用水量が、布設された配水管内の水量以上見込め、

停滞水による水質劣化がないこと。  

(５) 配水管を布設する道路は、国や地方公共団体が管理する公道

又は一般交通の用に供されている私道（公衆用道路）であること。 

(６) 既設の配水管から直結給水できる場所であり、管末での水道

管残存水圧が０．１５MPa 以上を確保できること。  

(７) 整備する配水管の口径は、５０ミリメートル以上であること。 

(８) 配水管布設が完了後は全ての要望者が上水を使用することが

確実であること。（誓約書を要望書に添付）  

（適用の除外） 

第３条 この基準は、次の各号に掲げるものに該当する場合は適用し

ない。 

(１) 要望者が国又は地方公共団体等であること。 



(２) 宅地開発又は開発行為等、営利のものであると認められた場

合。 

(３) 既設の配水管から給水を要望する世帯までが短距離である等、

通常の給水を受けることが妥当と認められた場合。  

(４) 防府市水道事業給水条例第１１条による特設工事負担金によ

るもの。 

(５) 配水管の布設場所が維持管理上困難と認められた場合。 

(６) 管理者が公益上又は財政上の理由等により、本事業が適当で

ないと判断した場合。  

（要望書） 

第４条 配水管布設整備事業を要望する者は、要望者の代表（以下、

「代表者」という）を選任し、次の各号に掲げる書類を管理者に提出

するものとする。 

(１) 未給水地区における配水管布設整備事業に関する要望書（第

１号様式） 

(２) 誓約書（第２号様式） 

(３) 給水を必要としているところの位置図 

(４) 配水管の布設位置が私道の場合は、地籍図及び、土地所有者

その他の利害関係者の無償での土地使用承諾書 

（審査） 

第５条 管理者は、前条の代表者からの要望に関して、関係書類の審

査及び、現地調査を行い、予算の範囲内で本事業を決定するものとす

る。 

（審査の結果通知）  

第６条 管理者は、前条に規定する審査の結果を代表者に通知するも

のとする。（第３号様式） 

（その他） 

第７条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に

定める。 

 



附 則 

 この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この基準は、令和２年４月１日から施行する。  



（第１号様式） 

  年(  年)  月  日  

 

（宛先）防府市上下水道事業管理者 

 

代表者  住  所 

                          氏  名         ㊞  

                          電話番号 

 

 

未給水地区における配水管布設整備事業に関する要望書 

 

未給水地区における配水管布設整備事業に関する基準第４条の規定により、下記のとお

り配水管布設整備を要望します。 

整備後は、全ての要望者が速やかに給水装置工事を行い、水道水の使用を開始します。 

 

記 

 

 

１ 要望場所   防府市 

 

 

 

２ 要望理由 

 

 

 

３ 給水戸数        戸 

 

 

 

４ 添付書類 

（１）要望する位置図 

（２）誓約書 

（３）地籍図及び土地使用承諾書（布設位置が私道の場合） 

 



 

（第２号様式） 

 

 

誓  約  書 

 

 
 

 上水道の配水管布設整備後は、速やかに申請家屋の給水装置工事を行い、生活用水とし

て水道水を使用することを誓約します。 

 

 

 

 

 

  年(    年)  月  日  

 

 

（宛先）防府市上下水道事業管理者 

 

 

 

 

 

                      要望者 

 

住所 

 

                       氏名             ㊞ 

 

 



（第３号様式） 

防 水 水 第     号  

  年(  年)  月  日  

（代表者） 

               様 

 

防府市上下水道事業管理者 

 

 

未給水地区における配水管布設整備事業について（結果通知） 

 

     年  月  日付けで要望がありました配水管布設整備事業について、下記

のとおり結果を通知します。 

 

記 

 

１ 要 望 場 所 防府市                  地内 

 

２ 給 水 戸 数       戸 

 

３ 回 答 内 容  

 

４ 工事施工時期   年度 着工予定 

 

５ そ の 他 

（１）配水管布設整備後は、速やかに申請家屋の給水装置工事を行い、水道水の使用の

開始をお願いします。 

（２）上水道の配水管から宅地までの給水引込み及び宅地内の工事（給水装置工事）の

費用は、個人負担となります。 

（３）給水装置工事については、防府市指定給水装置工事事業者に依頼してください。 

 


